
 

 

 

 

独立行政法人航海訓練所 平成 20 年度事業報告書 

 

1. 国民の皆様へ 

独立行政法人航海訓練所（以下「航海訓練所」という。）は、商船に関する学部

を置く国立大学、商船に関する学科を置く国立高等専門学校、独立行政法人海技教

育機構等の学生及び生徒等に対し、航海訓練を行うことにより、船舶の運航に関す

る知識及び技能を修得させることを目的とする機関です。 

 

安全で質の高い航海訓練を効率的かつ効果的に行い、わが国の海上輸送の安全・

安定に貢献すべく、海技従事者として要求される技能と資質を兼ね備えた優秀な人

材の育成を行うとともに、地球環境の保全と社会の発展に寄与する諸技術の研究を

実施することにより、国土交通政策に係る任務を的確に遂行しております。 

 

本事業年度においては、「船員教育のあり方に関する検討会」の報告(平成 19 年

3 月)及び「独立行政法人整理合理化計画」(平成 19 年 12 月 24 日閣議決定)に基づ

き、より効率的な組織運営体制の構築を図るとともに、海運界のニーズを反映した

安全で質の高い航海訓練を実施いたしました。また、関係機関との協議を経て、対

象となる学生、生徒等（以下「実習生」という。）の効果的な配乗を実現いたしま

した。 

交通政策審議会海事分科会ヒューマンインフラ部会の答申(平成 19年 12 月)を受

け、海事 PR にも力を入れ、海事産業に貢献した活動を行っております。 

 

 

2. 基本情報 

(1) 法人の概要 

① 法人の目的 

独立行政法人航海訓練所（以下「航海訓練所」という。）は、商船に関す

る学部を置く国立大学（国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２

条第２項に規定する国立大学をいう。第１１条第１号において同じ。）、商船

に関する学科を置く国立高等専門学校（独立行政法人国立高等専門学校機構

法（平成１５年法律第１１３号）第３条に規定する国立高等専門学校をいう。

第１１条第１号において同じ。）及び独立行政法人海技教育機構の学生及び

生徒等に対し航海訓練を行うことにより、船舶の運航に関する知識及び技能

を習得させることを目的とする。（独立行政法人航海訓練所法第３条） 

② 業務内容 

当法人は、独立行政法人航海訓練所法第３条の目的を達成するため以下の



 

 

 

業務を行います。 

1)  商船に関する学部を置く国立大学、商船に関する学科を置く国立高

等専門学校及び独立行政法人海技教育機構の学生及び生徒その他こ

れらに準ずる者として国土交通大臣が指定する者に対し、航海訓練を

行うこと。 

2) 航海訓練に関する研究を行うこと。 

3) 前２号の業務に附帯する業務を行うこと。 

③ 沿革 

平成１３年４月 独立行政法人として設立 

④ 設立根拠法 

独立行政法人航海訓練所法（平成１１年法律第２１３号） 

⑤ 主務大臣（主務省所管課等） 

国土交通大臣（国土交通省海事局海技課） 

⑥ 組織図 （平成２０年１０月１日現在） 

 

 

 



 

 

 

本社・支社等の住所 

本   社：神奈川県横浜市中区北仲通五丁目５７番地 

       神 戸 分 室：兵庫県神戸市中央区波止場町１番１号  

    乗船事務室：東京都中央区勝どき五丁目８番１４号 

         （連絡調整室は、平成２０年８月３１日付け廃止） 

 

(2) 資本金の状況                       （単位：百万円） 

区 分 期首残高 当期増加額 当期減尐額 期末残高 

政府出資金 5,007 － － 5,007 

資本金合計 5,007 － － 5,007 

（注）文中における計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合

計とは合致しないものがあります（以下の付表について同じ。）。 

（文中における符号：「０」＝単位未満、「－」＝皆無） 

 

(3) 役員の状況 

役 職 氏 名 任 期 担 当 経 歴 

理事長 湯本 宏 自 平成 19 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

 昭和44年10月  運輸省採用 

平成11年 4月  航海訓練所航海科長         

平成15年 4月  (独)航海訓練所運航部長 

平成17年 4月  同 教育部長 

平成18年10月  同 理事 

理事 岡野 良成 自 平成 19 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

教育部及び

運航部担当 

昭和46年10月  運輸省採用 

平成15年 4月  航海訓練所航海科長 

平成18年10月  (独)航海訓練所教育部長 

理事 山本 芳治 自 平成 20 年 7 月 5 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

事務局担当 昭和53年 4月  運輸省採用 

平成15年 7月  国土交通省総合政策局環境・海洋課長 

平成16年 7月  国土交通省海上保安庁第七管区 

海上保安本部次長 

平成17年 6月  国土交通省海上保安庁総務部参事官 

平成19年 7月  国土交通省海上保安庁第六管区 

海上保安本部長 

平成20年 7月  国土交通省辞職（役員出向） 



 

 

 

監事 田中 髙男 (平成 18 年 4 月 1 日) 

自 平成 19 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

 昭和44年 7月  運輸省採用 

平成 4年 7月  航海訓練所事務局長 

平成 6年 7月  船員中央労働委員会事務局次長 

平成 7年 6月  日本小型船舶検査機構審議役 

平成10年 7月  運輸省辞職、軽自動車検査協会審議役 

平成17年 5月  (独)自動車事故対策機構審議役 

監事 

(非常勤) 

戸田 正之 自 平成 20 年 7 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

 昭和43年 4月  運輸省採用 

平成 7年 6月  東京航空局長 

平成 8年 6月  運輸省辞職､（社）日本倉庫協会理事長 

平成14年 8月  （株）東芝社会ネットワーク・ 

インフラ社顧問 

平成17年 7月  佐渡汽船（株）社長 

平成20年 3月  佐渡汽船（株）顧問（現職） 

 

(4) 常勤職員の状況 

常勤職員は、平成 20 年度において 425 人（前期末比 9 人減尐、2.08％減）で

あり、平均年齢は 41.86 歳（前期末 41.46 歳）となっている。このうち、国等か

らの出向者は 25 人、民間からの出向者は 7 人です。 

(注) 時点は、１月１日現在とする。 

 

3. 簡潔に要約された財務諸表 

① 貸借対照表 

（単位：百万円） 

資産の部 金 額 負債の部 金 額 

流動資産  流動負債 １，２３６ 

現金・預金等 １，４００  運営費交付金債務 １３７ 

固定資産 ５，６０３  その他 １，０９９ 

 有形固定資産 ５，５９２ 固定負債  

 その他 １１  その他 ２８１ 

  負債合計 １，５１６ 

  純資産の部  

  資本金  

   政府出資金 ５，００７ 

  資本剰余金 ２９８ 

  利益剰余金 １８２ 

  純資産合計 ５，４８７ 

資産合計 ７，００３ 負債純資産合計 ７，００３ 



 

 

 

② 損益計算書 

                         （単位：百万円） 

 金 額 

経常費用（A） ６，６３２ 

 業務費 ６，２４９ 

  人件費 ４，１５２ 

  減価償却費 ２７７ 

  その他 １，８２０ 

 一般管理費 ３８２ 

  人件費 ３０３ 

  減価償却費 ４ 

  その他 ７５ 

 雑損 １ 

経常収益（B） ６，７００ 

 運営費交付金収益 ５，９８４ 

 自己収入等 ７３ 

 その他 ６４３ 

臨時損益（C） － 

その他調整額（D） － 

当期総利益（B－A+C+D） ６７ 

 

③ キャッシュ・フロー計算書 

                            （単位：百万円） 

 金 額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー（A） ７０９ 

  人件費支出 △４，２０７ 

  交付金収入 ６，５６７ 

その他の業務支出 △１，７１７ 

  その他収入 ６５ 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー（B） １ 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー（C） △１９０ 

Ⅳ資金増加額（D=A+B+C） ５２０ 

Ⅴ資金期首残高（E） ６６５ 

Ⅵ資金期末残高（F=E+D） １，１８５ 

 

 



 

 

 

④ 行政サービス実施コスト計算書 

（単位：百万円） 

 金 額 

Ⅰ業務費用 ６，５５９ 

  損益計算書上の費用 ６，６３２ 

  （控除）自己収入等 △７３ 

（その他の行政サービス実施コスト）  

Ⅱ損益外減価償却相当額 ５７８ 

Ⅲ引当外賞与増加見積額 △２１ 

Ⅳ引当外退職給付増加見積額 △１９７ 

Ⅴ機会費用 ２２５ 

  

Ⅵ行政サービス実施コスト ７，１４４ 

 

 財務諸表の科目 

① 貸借対照表 

現金・預金等：現金、預金、たな卸資産など 

有形固定資産：土地、建物、船舶、車両、工具など独立行政法人が長期に

わたって使用または利用する有形の固定資産 

その他（固定資産）：有形固定資産以外の長期資産で、ｿﾌﾄｳｪｱなど具体的

な形態を持たない無形固定資産等が該当 

運営費交付金債務：独立行政法人の業務を実施するために国から交付され

た運営費交付金のうち、未実施の部分に該当する債務残高 

政府出資金  ：国からの出資であり、独立行政法人の財産的基礎を構成 

資本剰余金  ：国から交付された施設費などを財源として取得した資産

で独立行政法人の財産的基礎を構成するもの 

利益剰余金  ：独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額 

 

② 損益計算書 

業務費    ：独立行政法人の業務に要した費用 

人件費    ：給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の職員等に要

する経費 

減価償却費  ：業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわた

って費用として配分する経費 

運営費交付金収益：国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識

した収益 

自己収入等  ：手数料収入、受託収入などの収益 



 

 

 

臨時損益   ：固定資産の売却損益、災害損失等が該当 

その他調整額 ：目的積立金の取崩額が該当 

 

③ キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー：独立行政法人の通常の業務の実施に

係る資金の状態を表し、サービスの提供等による収入、原

材料、商品又はサービスの購入による支出、人件費支出等

が該当 

投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のため

に行われる投資活動に係る資金の状態を表し、固定資産や

有価証券の取得・売却等による収入・支出が該当 

財務活動によるキャッシュ・フロー：増資等による資金の収入・支出、債

券の発行・償還及び借入れ・返済による収入・支出等、資

金の調達及び返済などが該当 

 

④ 行政サービス実施コスト計算書 

業務費用   ：独立行政法人が実施する行政サービスのコストのうち、

独立行政法人の損益計算書に計上される費用 

その他の行政サービス実施コスト：独立行政法人の損益計算書に計上され

ないが、行政サービスの実施に費やされたと認められるコ

スト 

損益外減価償却相当額：償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲

得が予定されないものとして特定された資産の減価償却

費相当額（損益計算書には計上していないが、累計額は貸

借対照表に記載されている） 

損益外減損損失相当額：独立行政法人が中期計画等で想定した業務を行っ

たにもかかわらず生じた減損損失相当額（損益計算書には

計上していないが、累計額は貸借対照表に記載されてい

る） 

引当外賞与増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明

らかな場合の賞与引当金増加見積額（損益計算書には計上

していないが、仮に引き当てた場合に計上したであろう賞

与引当金見積額を貸借対照表に注記している） 

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われること

が明らかな場合の退職給付引当金増加見積額（損益計算書

には計上していないが、仮に引き当てた場合に計上したで

あろう退職給付引当金見積額を貸借対照表に注記してい

る） 



 

 

 

機会費用   ：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料

により賃貸した場合の本来負担すべき金額などが該当 

 

4. 財務情報 

(1) 財務諸表の概況 

① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、キャッシュ･フローなどの

主要な財務データの経年比較・分析（内容・増減理由） 

（経常費用） 

平成 20 年度の経常費用は 6,632 百万円と、前年度比 185 百万円増（2.88％

増）となっています。これは、燃料費の高騰により船舶運航経費が前年度比

123 百万円増（9.31％増）となったことが主な要因です。 

（経常収益） 

平成 20 年度の経常収益は 6,700 百万円と、前年度比 144 百万円増（2.19％

増）となっています。これは、運営費交付金収益の増 47 百万円（0.79％増）

及びたな卸資産見返負債戻入の増 95 百万円（18.85％増）となったことが主

な要因です。 

（当期総損益） 

上記経常損益の状況の結果、平成 20 年度の当期総損益は 67 百万円と、

前年度比 43 百万円減（38.70％減）となっています。 

（資産） 

平成 20 年度末現在の資産合計は 7,003 百万円と、前年度末比 438 百万円

減（5.89％減）となっています。これは、現金及び預金の増 406 百万円

（52.08％増）、大成丸オンボード操船シミュレータの整備等により工具器具

備品の増 37 百万円（9.97％増）及び減価償却累計額の増 859 百万円（11.17％

増）が主な要因です。 

（負債） 

平成 20 年度末現在の負債合計は 1,516 百万円と、前年度末比 24 百万円

増（1.59％増）となっています。これは、退職金等に係る未払金の増 275

百万円（54.91％増）、長期リースを受けている海王丸等に係る長期リース債

務の減 86 百万円（71.61％減）及び海王丸等に係る平成 21 事業年度のリー

ス債務の減 104 百万円（43.95％減）が主な要因です。 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 20 年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 709 百万円と、前年

度比 501 百万円増（241.48％増）となっています。これは、人件費支出が

前年度比 255 百万円減（5.71％減）となったこと及びその他の業務支出が前

年度比 196 百万円減（10.25％減）となったことが主な要因です。 

 



 

 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 20 年度の投資活動によるキャッシュ・フローは 1 百万円と、前年度

比 36 百万円増(103.10％増)となっています。これは、定期預金の払戻によ

る収入が 114 百万円増（皆増）、施設整備費補助金による収入が前年度比 246

百万円減（83.56％減）となったこと及び有形固定資産の取得による支出が

前年度比 158 百万円減（49.42％減）となったことが主な要因です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 20 年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△190 百万円と、前

年度比 41 百万円増（17.61％増）となっています。これは、長期リースを受

けている海王丸等に係るリース債務の返済支出額が 41 百万円減（17.61％

減）となったことが要因です。 

表 主要な財務データの経年比較 

（単位：百万円） 

区 分 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

経常費用 ６，４１６ ６，６９３ ６，６４３ ６，４４７ ６，６３２ 

経常収益 ６，６６３ ７，０５０ ６，６１０ ６，５５６ ６，７００ 

当期総利益 ２４６ ２３１ ４ １１０ ６７ 

資産 ９，８８７ ９，２３７ ７，９８５ ７，４４２ ７，００３ 

負債 １，９９９ １，８５７ １，９５１ １，４９３ １，５１６ 

利益剰余金 ５６６ ７９８ ５ １１４ １８２ 

業務活動によるキャッシュ・フロー ６７ ５７２ △１６４ ２０８ ７０９ 

投資活動によるキャッシュ・フロー △２２６ ２００ △４１ △３５ １ 

財務活動によるキャッシュ・フロー △２２３ △２２３ △２２９ △２３０ △１９０ 

資金期末残高 ６０７ １，１５６ ７２２ ６６５ １，１８５ 

 

② セグメント事業損益の経年比較・分析（内容・増減理由） 

（区分経理によるセグメント情報） 

  該当なし 

③ セグメント総資産の経年比較・分析（内容・増減理由） 

（区分経理によるセグメント情報） 

  該当なし 

④ 目的積立金の申請、取崩内容等 

      該当なし 

⑤ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析（内容・増減理由） 

平成 20 年度の行政サービス実施コストは 7,144 百万円と、前年度比 85

百万円減（1.18％減）となっています。これは、業務費用においては燃料費



 

 

 

が高騰したこと等（前年度比 176 百万円増（2.75％増））及び引当外退職給

付増加見積額を計上（前年度比 202 百万円減）したことが主な要因です。 

 

表 行政サービス実施コストの経年比較 

（単位：百万円） 

区 分 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

業務費用 ６，３７０ ６，７５３ ６，５８０ ６，３８４ ６，５５９ 

 うち損益計算書上の費用 ６，４８７ ６，８１９ ６，６４３ ６，４４７ ６，６３２ 

 うち自己収入 △１１７ △６５ △６３ △６３ △７３ 

損益外減価償却相当額 ７４１ ７３９ ５５２ ６１６ ５７８ 

損益外減損損失相当額 － － １ － － 

引当外賞与増加見積額 － － － △９ △２１ 

引当外退職給付増加見積額 △６７ △１０５ △５５５ ５ △１９７ 

機会費用 ２７８ ３１２ ２７７ ２３５ ２２５ 

行政サービス実施コスト ７，３２３ ７，６９９ ６，８５５ ７，２３０ ７，１４４ 

 

(2) 施設等投資の状況（重要なもの） 

① 当事業年度中に完成した主要施設等 

大成丸オンボード操船シミュレータ（取得原価 48 百万円） 

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 

該当なし 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等 

該当なし 

 

(3) 予算・決算の概況 

（単位：百万円） 

区 分 

16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入            

 運営費交付金 6,666 6,666 6,894 6,894 6,654 6,654 6,518 6,518 6,567 6,567  

 船舶建造費補助金 1,137 1,137 － － － － － － － －  

 施設整備費補助金 － － － － 126 126 296 295 52 48  

 受託収入 － － － － 9 7 9 7 6 5  

 業務収入 － 5 18 21 21 19 21 19 22 25  

 その他の収入 3 204 0 44 3 37 4 37 4 43  

            



 

 

 

区 分 

16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

支出            

 業務費 2,018 1,885 2,017 2,127 1,972 1,987 1,855 1,899 1,783 1,955  

 船舶建造費 1,137 1,137 － － － － － － － －  

 施設整備費 － － － － 126 126 296 295 52 48  

 受託経費 － － － － 9 7 9 7 6 5  

一般管理費 203 198 199 197 200 200 201 201 206 198  

人件費 4,447 4,224 4,696 4,404 4,506 4,518 4,486 4,364 4,604 4,414  

 

(4) 経費削減及び効率化目標との関係 

当法人においては、一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）について、その抑制に係る職

員の意識啓蒙をはかるとともに、中期目標期間中の目標を達成するため期間中に

６％程度の抑制を図ることとしております。また、業務経費（人件費、公租公課

等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）に

ついて、中期目標期間中の目標を達成するため期間中に２％程度の抑制を図るこ

ととしております。 

（単位：百万円） 

区 分  

第 2 期中期目標 

（18 年度） 

当中期目標期間 

予算額 比率 
18 年度 19 年度 20 年度 

決算額 比率 決算額 比率 決算額 比率 

一般管理費 200 100% 200 100.27% 201 100.87% 198 99.31% 

 うち抑制対象経費 70 100% 66 94.02% 65 91.82% 63 89.35% 

業務費 1,972 100% 1,987 100.77% 1,899 96.27% 1,955 99.15% 

 うち抑制対象経費 1,719 100% 1,689 98.25% 1,687 98.15% 1,699 98.83% 

 

5. 事業の説明 

(1) 財源構造 

当法人の経常収益は 6,700 百万円で、その内訳は、運営費交付金収益 5,984 百

万円（収益の 89.32％）、資産見返負債戻入 643 百万円（9.59％）及び自己収入

等 73 百万円（1.09％）となっています。 

また、大成丸オンボード操船シミュレータの整備に必要な費用に充てるため、

施設整備費補助金として 48 百万円の交付を受けました。 

 



 

 

 

(2) 財務データ及び業務実績報告書と関連付けた事業説明 

ア 航海訓練の実施 

独立行政法人航海訓練所法(平成 11 年法律第 213 号)第 11 条第 1 号に基づき、

実習生に対し海運業界のニーズ及び国際的な動向を反映した航海訓練を実施し

ました。 

航海訓練の実施に当たっては、各船員養成機関の定員等を踏まえた受入計画に

基づき、関係法令、各船員養成機関の養成目的及び海運業界等からの意見を反映

させた配乗計画を立案し、これに基づき実施しました。 

社船のニーズの多様化を踏まえ、平成２１年４月１日から実施される社船実習

及び帆船実習の義務付けの廃止を考慮して、大学航海科の帆船実習時期を変更し、

大学生で社船実習を行う者の帆船実習期間を短縮(３月)しました。 
 

(a) 実習生受入実績 

大学 924 名 

商船高等専門学校 331 名 

海技大学校 80 名 

海上技術学校・短期大学校 547 名 

開発途上国船員養成研修生 34 名 

フィリピン国 MAAP 留学生 46 名 
 

(b) 訓練機材の整備 

社会環境・科学技術・運航技術の進歩に合わせた航海訓練が実施可能となる

よう、大成丸にオンボード操船シミュレータを導入しました。この本格運用を

平成２１年度から開始します。 

また、船社及び船員教育機関で世界的に広く使用されている海事英語演習教

材を導入し、混乗船を想定した業務上のコミュニケーションの向上を図りまし

た。 

 

イ 研究の実施 

独立行政法人航海訓練所法第 11 条第 2 号に基づき、航海訓練に関する研究を

実施しました。 

研究の実施に際しては、実船を研究に活用できるという当所の特殊性を踏まえ、

船員教育訓練及び船舶運航技術に関する研究活動を実施しました。研究体制の強

化・充実に加え、研究テーマの重点化を図ることにより研究活動を強化し、研究

成果を航海訓練に活用しました。 
 

(a) 主な研究テーマ 

・ヒューマンエレメント（オンボードシミュレータの活用） 



 

 

 

・地球環境保全（大気汚染防止に関する研究） 

・資質教育（心理学的見地を含めた資質教育の検証） 
 

(b) 研究件数 

・独自研究 18 件（新規 3 件、継続 15 件） 

・共同研究 13 件（新規 4 件、継続 9 件） 

 

ウ 社会に対する成果等の普及・活用促進（附帯業務の実施） 

独立行政法人航海訓練所法第 11 条第 3 号に基づき、次の附帯業務を実施しま

した。 
 

(a) 技術移転の推進に関する業務 

国土交通政策と連携するため、海事関連行政機関及び国内外の船員教育機関

等からの研修員を受入れるとともに、国外の政府機関等の要請に応じ、船員教

育専門家を派遣しました。また、国際会議を始めとする関係委員会等に対し、

専門分野の委員等として職員を派遣しました。 

・研修員の受入   178 名（13 機関） 

・海外派遣職員            18 名 

(フィリピン国及びインドネシア国) 

・専門分野の委員派遣 24 名 (48 の委員会等) 
 

(b) 研究成果等海事に係る知見の普及・活用推進 

研究活動に関してその成果を定期的に刊行物として公開するとともに、船舶

の安全運航、海洋環境保護対策等の船舶運航技術に関する研究について、外部

研究機関と提携し、実船の諸データ及びその解析結果等を広く提供しました。 

論文発表 11 件 

学会発表 13 件 

研究報告発行 3 回 (15 編) 
 

(c)  海事思想普及等に関する業務 

寄港地における練習船の一般公開やセイルドリルなど練習船を活用したり、

小中学校に教官を派遣して船員の職業や海運の役割等を紹介する海洋教室を

開いたり、ネットで情報発信をするなど、積極的な広報活動を展開し海事思想

の普及に貢献しました。 

・一般公開 25 回（見学者：102,102 名） 

・練習船見学会 31 回（参加者： 1,541 名） 

・訪問型海洋教室 26 回（参加者： 2,774 名） 

・帆船体験乗船 1 回（参加者：   30 名） 

・総帆展帆の船上見学 4 回（参加者：   97 名） 



 

 

 

上記の航海訓練の実施、研究の実施及び社会に対する成果等の普及・活用促進（附

帯業務の実施）（以下、「航海訓練の実施等」という。）の財源は、運営費交付金収

益（平成 20 年度 5,984 百万円）、資産見返負債戻入（平成 20 年度 643 百万円）及

び航海訓練受託料収入等（平成 20 年度 73 百万円）によるものです。 

航海訓練の実施等に要する費用は、船舶運航経費、教育訓練経費等の業務費 6,249

百万円及び管理諸経費等の一般管理費 382 百万円となっています。 


